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１．地球温暖化問題の特質

２．気候変動枠組み条約・京都議定書に関
する国際交渉の経緯

３．京都議定書の特徴

４．世界のエネルギー需給構造を中心とし
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５．将来の持続可能な枠組みの構築に向け
た視点と行動
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第１章 地球温暖化問題の特質



１．地球規模の公共財

• 大気中の温室効果ガス濃度
→地球規模の公共財（非排除性・非競合性）
※公共財・・・各個人が共同消費し、対価を払わない人を排

除できず（非排除性）、ある人の消費によって他の人の消費
を減少しない財（非競合性）。 （ex. 国防や警察、道路・堤防
など）

→利他的

→フリーライダーの誘因



２．技術面の開発・普及と長期的な視点

• 温暖化問題への取り組みは技術の開
発・普及に必要となるリードタイムを織り
込んだ、長期的視点に立って進められる
べき。



３．費用対効果の追求が必要とされる
課題

• 地球温暖化対策・・・それぞれの国・地域に応
じてさまざまな選択肢がある。限界削減コスト
もそれぞれ異なる。

→費用対効果のよい選択肢の採用

→コスト負担能力（※途上国）も勘案すべき



４．気候変動問題のメカニズムの解明は
なお進行中

• 予想される温暖化・海面上昇の程度にはか
なりの幅

ex) ＩＰＣＣ第三次評価報告書
温暖化→1.4℃～5.8℃ 海面上昇→９㎝～８８cm

このような不確実性も考慮に入れ、国際
的枠組みを考えるべき



第２章
気候変動枠組み条約・京都議定書
に関する国際交渉の経緯



１．科学的知見の蓄積と条約・議定書の
交渉とが同時に進行

• 1988 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）設
立

• 1990 IPCC第一次評価報告書
• 1992 気候変動枠組み条約採択
• 1995 COP1（気候変動枠組み条約第一回締約国
会議）→ベルリンマンデート

• 1996 IPCC第二次評価報告書
• 1997 COP3 →京都議定書
• 2000 COP6 →ボン合意
• 2001 IPCC第三次評価報告書
• 2001 COP7 →マラケシュ合意



１．科学的知見の蓄積と条約・議定書の
交渉とが同時に進行

※次の報告書は2007年の予定



２．枠組み条約から法的拘束力のあ
る議定書

• 1992 気候変動枠組み条約採択
→法的拘束力のある数値目標は設置されず

• 1995 COP1（ベルリンマンデート）
→議定書交渉の開始が合意

• 1997 COP3（京都議定書）
→法的拘束力のある数値目標が設置

ソフト・ローからハード・ローへ



３．算出根拠を持たない形で合意され
た数値目標

• 数値目標と、その達成のための具体的な政
策を定める議定書などを採択することをめざ
してアドホックグループ（AGBM)が設置（IN
ベルリンマンデート）

→AGBM５（1996）以降各国から数値目標に
ついて具体的な提案が出される



３．算出根拠を持たない形で合意され
た数値目標

・ 日本の提案・・・差異化削減目標

「ｐ＆ｑ」案（AGBM5)→「一人当たりの削減量をｐトン
以下にするか」「総排出量の平均を1990年比でｑ％
以下にするか」を選択

・ アメリカの提案・・・一律削減、排出権取引

evolution(途上国）
・ EUの提案・・・一律削減（2010年までに15％）、EU
バブル

妥協の結果、米；６％、日本；７％、EU；８％



４．途上国の参加問題

• 気候変動枠組み条約（第3条１項）
「共通だが差異のある責任」

• ベルリン・マンデート
→先進国にのみ義務付け、途上国には新た
な義務を課さない

※米国の主張「evolution」（将来の途上国の参
加）→途上国の反発により合意に到らず



５．米国の離脱表明と
マラケシュ合意

• 1997.7 バード決議･･･途上国への義務化
⇔①途上国の参加なしでは批准しない

②米経済に深刻な悪影響を及ぼす恐れ

• 1997 .12 COP3 京都議定書採択
• 2001.3 米国離脱表明

• 2001.11  COP7(マラケシュ合意）
・森林等吸収源の取り扱い

・京都メカニズムに関する具体的なルール

・不遵守の場合の措置



６．２０１３年以降の枠組みに関す
る議論

• 2013年以降の枠組みの議論を2005年までに開始
するべき（京都議定書）⇔各国の議論はかみ合わず

※2002.10  COP8
EU・日本・カナダ→早期の議論開始に合意するべき

途上国→削減義務を負うような議論には応じられない

米国 →議論の開始には賛同できない

妥協の文言としてデリー宣言が採択

※将来の枠組みの議論開始については合意できず



６．２０１３年以降の枠組みに関す
る議論

• COP８
→米国と途上国が消極的

→将来の枠組みのために
は米国・主要途上国（中
国・インド）の参加が必須

⇔米国・主要途上国が
参加可能な枠組みの
提示が不可欠



３．京都議定書の問題点



１．削減義務の対象国が少ない





２．ガバメントリーチの限界

• 議定書は国別総量を規制

• 代替的手段として 各セクターでの削減余地
の積み上げ方式



３．数値目標に関する問題

• １．削減目標の達成難易度の格差
• ２．基準年による格差
• ３．ＥＵバブルによる不公平
• ４．罰則規定の厳しさ



１．削減目標の達成難易度の格差



２．基準年による格差



２．基準年による格差



• ３．ＥＵバブルによる不公平

• ４．罰則規定の厳しさ



4章 世界のエネルギー需給構造を中

心とした温室効果ガスの排出動向



先進国の温室効果ガスの排出動向

①各国間の削減余地には大きな開き

日本の高エネルギー効率、英・独の脱石炭化、温室
効果ガスの構成比の差

②地球温暖化対策以外の要因による排出削減

旧東独の設備刷新、英国の燃料シフト、ロシア・経済
以降国の経済低迷

③各国に共通する課題；運輸・民生部門のエネ
ルギー消費量増大

産業部門は開きが見られるが、民生・運輸部門は先
進国共通の課題



途上国のエネルギー起源の二酸化炭素の排
出動向

①いずれの部門においても増加傾向

経済成長、人口増加に伴い、大幅な増加傾向

②大幅な排出量増大の可能性

（消費）生活水準の向上、モータリゼーションの進展、
産業部門の発展

（供給）石炭産出国の石炭割合増加、非商業エネルギー
（薪・炭）から化石燃料へのシフト

③先進国と途上国が明確に分かれるわけではない



先進国の温室効果ガスの排出動向

①各国間の削減余地には大きな開き

日本の高エネルギー効率、英・独の脱石炭化、温室
効果ガスの構成比の差

②地球温暖化対策以外の要因による排出削減

旧東独の設備刷新、英国の燃料シフト、ロシア・経済
以降国の経済低迷

③各国に共通する課題；運輸・民生部門のエネ
ルギー消費量増大

産業部門は開きが見られるが、民生・運輸部門は先
進国共通の課題



日本のエネルギー効率の高さ



温室効果ガスの構成比の差



先進国の温室効果ガスの排出動向

①各国間の削減余地には大きな開き

日本の高エネルギー効率、英・独の脱石炭化、温室
効果ガスの構成比の差

②地球温暖化対策以外の要因による排出削減

旧東独の設備刷新、英国の燃料シフト、ロシア・経済
以降国の経済低迷

③各国に共通する課題；運輸・民生部門のエネ
ルギー消費量増大

産業部門は開きが見られるが、民生・運輸部門は先
進国共通の課題



地球温暖化対策以外の要因による排出削減

背景

①東西ドイツ統一による旧東ドイツの旧式の非効率な設備の刷新

②英国・ドイツの脱石炭化、大幅なエネルギー転換

③ロシアや経済移行国では経済の低迷による生産活動の縮小

地球温暖化対策を主目的とする対策によるものではない

経済情勢の変化や他目的の対策の副産物として実現されてきた



先進国の温室効果ガスの排出動向

①各国間の削減余地には大きな開き

日本の高エネルギー効率、英・独の脱石炭化、温室
効果ガスの構成比の差

②地球温暖化対策以外の要因による排出削減

旧東独の設備刷新、英国の燃料シフト、ロシア・経済
以降国の経済低迷

③各国に共通する課題；運輸・民生部門のエネ
ルギー消費量増大

産業部門は開きが見られるが、民生・運輸部門は先
進国共通の課題



運輸・民生部門のエネルギー消費量増大

運輸・民生部門については各国ともほぼおしなべて増加傾向を示し
ている。これらの部門は抜本的な解決策が見出せない先進国共通
の課題となっている。



途上国のエネルギー起源の二酸化炭素の排
出動向

①いずれの部門においても増加傾向

経済成長、人口増加に伴い、大幅な増加傾向

②大幅な排出量増大の可能性

（消費）生活水準の向上、モータリゼーションの進展、
産業部門の発展

（供給）石炭産出国の石炭割合増加、非商業エネルギー
（薪・炭）から化石燃料へのシフト

③先進国と途上国が明確に分かれるわけではない





途上国のエネルギー起源二酸化炭素排出量は人口増加、経済成
長に伴い大幅に増加



途上国のエネルギー起源の二酸化炭素の排
出動向

①いずれの部門においても増加傾向

経済成長、人口増加に伴い、大幅な増加傾向

②大幅な排出量増大の可能性

（消費）生活水準の向上、モータリゼーションの進展、
産業部門の発展

（供給）石炭産出国の石炭割合増加、非商業エネルギー
（薪・炭）から化石燃料へのシフト

③先進国と途上国が明確に分かれるわけではない



経済成長とエネルギー消費の関係
• （第１段階）経済成長の過程で一人当たりＧＤＰが低い国では、所
得の上昇の際にエネルギー効率の改善

• （第２段階）一人当たりＧＤＰがある程度高まると、エネルギー効率
の悪化

• （第３段階）経済成長が進むと、所得の向上を上回るペースでエネ
ルギー効率の改善が進む

• 途上国の経済成長を前提とすれば、第２段階にお
けるエネルギー効率の悪化をいかに防ぎ、その期
間をいかに短縮するかが重要

• 途上国では省エネ投資により大きな効果を得られ
る余地が大きい





エネルギー供給面
• 各国のエネルギー構成を見ると、アジア地域では石炭の
割合が高く、中東地域や中南米地域では石油・天然ガス
の割合が高い

• 中国やインドネシアなど石炭産出国では、他国からの過
度の石油輸入の抑制、他国への輸出資源（石油）の温存
などの観点から、今後とも国内で豊富に産出される石炭
のウエイトは高い割合を維持、あるいはさらに増大するも
のと見込まれる

• 多くの途上国では非商業エネルギーのバイオマス（薪・炭
など）が比較的大きなウエイトを占めているが、今後、かか
る非商業エネルギーのウエイトが減少し、商業エネルギー
である化石燃料への転換が進展することに伴い、二酸化
炭素排出量の増加が見込まれる





途上国のエネルギー起源の二酸化炭素の排
出動向

①いずれの部門においても増加傾向

経済成長、人口増加に伴い、大幅な増加傾向

②大幅な排出量増大の可能性

（消費）生活水準の向上、モータリゼーションの進展、
産業部門の発展

（供給）石炭産出国の石炭割合増加、非商業エネルギー
（薪・炭）から化石燃料へのシフト

③先進国と途上国が明確に分かれるわけではない











５章：将来の持続可能な枠組み
の構築に向けた視点と行動



５章

将来の枠組みを考えるにあたって・・・

→早い段階からどのような要素や手段が必

要か。多くの国の間の共通認識の形成が必
要。



５章

１．地球温暖化問題に関する四つの課題

①技術的ブレークスルーの必要性

②国・地域・セクター毎の課題多様

③地球規模の多大コスト

④残る科学的な不確実性



５章

①技術的ブレークスルーの必要性

既存の技術の普及・活用

＋技術的ブレークスルー

→革新的技術の開発・普及のロードマップと、
長期的スケジュールを念頭に置く。



５章

②国・地域・セクター毎の課題多様

ＧＨＧ排出は各国の経済・産業・ライフスタイ

ルのあり方に起因。

↓

政府により管理出来る範囲を超えた要素多し



５章

③地球規模の多大なコスト

対応必要な課題

→先進国・途上国問わず広がっている。

いかに費用対効果の良い形で取り組みを進

めるか！



５章

④残された科学的不確実性

ＩＰＣＣ第三次報告書

→不確実性を減らし、将来の気候変動を予測
するための更なる研究を進めることが必要



５章

２．持続可能な枠組みのための四つの基本的
方向：

①技術を通じた解決の重視

②実効性・効率性・衡平性の同時達成

③経済と環境の両立

④多元的参加と多様なコミットメント



５章

①技術を通じた解決の重視

今後の取り組み→長期的視点で技術革新の進
展を織り込む。

（短期的視点だと困難。）

⇒方策は技術的フィージビリティをより直接的
に反映しやすく、各分野の方向も明確になる
メリットも。



５章

②実効性・効率性・衡平性の同時達成

１．世界の排出量の大部分をカバーする事。

２０１３年以降の枠組み⇒米国や途上国が参

加した、実効性あるものにする。

→フリーライダーの防止、参加インセンティブや
不参加ディスインセンティブといった要素を織
り込む。



５章

②実効性・効率性・衡平性の同時達成

２．費用対効果の追求

→いかに費用対効果の良い形にするか。

３．合理的根拠

→コミットメント内容について衡平性の要請にいかに

応えるか。

積み上げ型（ボトムアップ型）の分析・議論



５章

③経済と環境の両立

温暖化問題解決のためには・・・

技術的ブレークスルー＋地球全体のコスト

↓

経済と環境の両立

経済発展の中から新たな技術開発・普及の
実現目指す。



５章

④多元的参加と多様なコミットメント

１．政府・産業界・ＮＧＯ・個人の多元的参加

→国家にとどまらず地域、各セクター、各産業、
個人など、多様な範囲にわたることが不可欠



５章

２．コミットメントの多様な形態

→コミットメント形態について、量的規制だけで
なく、質的視点にも着目される必要あり。

→それぞれの主体にふさわしい様々な形態を
促進すべき。（Ｅｘ．自主協定や自主的な目標
設定など）



５章

３．持続可能な枠組みの構築に向けた行動

①複層的アプローチ

（Ｍｕｌｔｉ-ＦａｃｅｄＡｐｐｒｏａｃｈ）
②主要排出国間の議論による先導



５章

①複層的アプローチ Ｍｕｌｔｉ-ＦａｃｅｄＡｐｐｒｏａｃｈ
→様々な参加者が様々な方策をめぐって議論
し、各分野の行動を積み重ねる。

→直接的インパクトのある対策が継続的に産
出されるメリット。



５章

②主要排出国間の議論による先導

→世界のＧＨＧ排出量の上位を占める国の実
質的参加なしにして解決には繋がらない。

→主要国間の議論を行い、一定の方向性を見
出すプロセス



５章

• 終わりに・・・

→気候変動問題解決に向けては長期的視点か
らの状況認識と適切な対処方策の模索が必
要。

日本は新しい提言を率先して行うべき！


